
（別紙６別添）

国有林材の安定供給システムに係る審査基準

物件番号

評価項目 配点

評価項目 配点 点数
3点
2点
1点
0点

2年未満 3年未満 4年未満 4年以上

9 6 3

12 9 6 3

12 9 6 3

15 12 9 6

※高性能林業機械の導入は、立木のシステム販売においてのみ評価の対象となります。

7.5%以上 6.5-7.5%未満 5.5-6.5%未満 5.5%未満

0点 1点 2点 3点
650円以上 550-650円未満 550円未満

0点 1点 2点
計

40%未満 40-44% 45-49% 50-54% 55-59% 60%以上
0点 1点 2点 3点 4点 5点

50%未満 50-54% 55-59% 60-64% 65-69% 70%以上
0点 1点 2点 3点 4点 5点

45%未満 45-48% 49-52% 53-56% 57-60% 61%以上
0点 1点 2点 3点 4点 5点

30%未満 30-31% 32-33% 34-35% 36-37% 38%以上
0点 1点 2点 3点 4点 5点

500
BDt未
満

1000
BDt未
満

2000
BDt未
満

3000
BDt未
満

4000
BDt未
満

4000
BDt以
上

0点 1点 2点 3点 4点 5点
5000m3

未満
10000
m3未満

20000
m3未満

30000
m3未満

40000
m3未満

40000
m3以上

0点 1点 2点 3点 4点 5点
5%未満 5-9% 10-19% 20-29% 30%以上

0点 1点 2点 3点 4点
5%未満 5-9% 10-19% 20-29% 30%以上

1点 2点 3点 4点 5点
10%未満 10-19% 20-29% 30-39% 40-49% 50%以上

0点 1点 2点 3点 4点 5点
65点未満 65-74点 75-79点 80-84点 85-89点 90点以上

0点 1点 2点 3点 4点 5点

1件 2件 3件 4件 5件以上
0点 1点 2点 3点 4点
1点 2点 3点 4点 5点

4

3

2

1
0点

3点
1点
0点

※最小点数の事業者の点数を採用します。

3点

1点

0点

1

0点

2点
1点
0点

2点
0点

4点

2点

0点

3点
2点
1点
0点

1点
0点
1点
0点
1点
0点

＊直送システム

5点
3点
0点

2点
1点
0点

2点
0点

0点
-3点
-5点
-10点

※最小点数の事業者の点数を採用します。

5年未満 6年未満 7年未満 8年未満 9年未満 9年以上

減点② -5 0点 -1点 -2点 -3点 -4点 -5点  

LVL工場

森林経営計画を自ら作成し、認定を受けている又は市町村から存
続期間中の集約化構想において構想適合事業者に定められ当該
都道府県から公表されている

当該都道府県において「育成経営体」に選定されている

申請者名
配点の内訳配点

評価内容

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定
（えるぼし、プラチナえるぼし認定等）、次世代育成支援対策推進
法に基づく認定（くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみ
ん認定）、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定（ユー
スエール認定）のいずれかの認定を受けている場合

1  

上記以外

点数

3  

点数

点数

点数

取組評
価点⑧

配点 配点の内訳
申請者名

評価項目 評価内容 配点 配点の内訳
申請者名

評価項目

評価内容評価項目

以下の項目のいずれにもあてはまらない場合

取組評
価点⑫

以下の項目の3つ以上にあてはまる場合（製品のシステム販売）
以下の項目の2つにあてはまる場合（製品のシステム販売）

○公告日以前の5年間で国、知事、市区町村長との災害協定にもとづく活動あり
○公告日以前の1年間に防災活動の実績あり

○労働生産性の向上のため、効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上の目標を持って取り組んでいる
○現場従事者の技術向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を実施している
○作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数の確保と休養、健康管理に組織的に取り組んでいる

【自然環境への配慮】優良以上と認められるもの（立木のシステム
上記以外
【労働安全対策】優良以上と認められるもの（立木のシステム販

以下の項目の1つにあてはまる場合（製品のシステム販売）

改善を指導したものの十分な対応をせず、意図した結果にならなかった

点数

○公告日以前の1年間に国、地方公共団体等が行う有害鳥獣捕獲（シカ捕獲に限る）への協力活動の実績あり
○公告日以前の1年間にボランティア活動の実績あり
○林材業に係る労働災害の防止に関し、事業主等の守るべき規程が整備されており、自主的な労働災害防止活動の実績あり

【林地保全の取組】優良以上と認められるもの（立木のシステム販

3

上記以外

以下の項目のいずれにもあてはまらない場合（製品のシステム販

上記以外

配点 配点の内訳
申請者名

取組評
価点⑨

以下の項目のすべてにあてはまる場合

取組評
価点⑪

4

取組評
価点⑩

原木選別機の使用率（70％以上）

配点の内訳

以下の項目の1つまたは2つにあてはまる場合

申請者名

公告日以前1年間以内のインターンシップ、実習生の受け入れ実
績あり

評価内容

減点①

意図した結果となった

-10

評価項目

評価内容評価項目

取組評
価点⑤

4

評価内容評価項目

上記以外

5

点数

2  

 

手数料(%)

製品歩留まり(%)

製品歩留まり(%)

システム販売の合計期間

評価内容 配点の内訳

取組評
価点①

特に優良と認められるもの

3  
優良と認められるもの

上記以外

評価項目 評価内容 配点
配点の内訳 申請者名

意図した一部のみが実現した
意図した結果にならなかった。（以下を除く）

4日以上の労働災害なし

総点数

取組評
価点④

前年度の国有林立木販売購入実績【分育購入実績なし】(件)

森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の認定を受
けている

3日以上の労働災害が1～2件
重大災害あり又は重大災害に至らない4日以上の労働災害が3件以上

取組評
価点⑦

申請者の全員が登録している場合又は申請者が素材生産事業者
の場合で、協定取引先の全員が登録している場合

3  申請者の半分以上が登録している場合又は申請者が素材生産事
業者の場合で、協定取引先の半分以上が登録している場合

取組評
価点⑥

上記以外

点数配点 配点の内訳
申請者名

点数

3

配点

評価項目

過去2年度分の事業成績評定(点)

評価内容 配点
配点の内訳

取組評
価点③

素材生産事業者

申請者名

集成材工場

オガ粉工場 生産能力（年間生産量m3）

チップ工場 生産能力（月産量BDt）

 
前年度の国有林立木販売購入実績【分育購入実績あり】(件)

5

バイオマス発電工場【熱利用なし】

住宅メーカー、製紙工場 地域材の利用率(%)

バイオマス発電工場【熱利用あり】

評価項目

流通事業者

製材工場、2×4工場 製品歩留まり(%)

合単板工場 製品歩留まり(%)

価格点

審査の対象とする申請者の最低購入希望価格（円/m3）

50

 

地域林政と整合する場合における新設、拡充、導入からの期間
（申請時）
需要拡大に係る国策と整合する場合における新設、拡充、導入か
らの期間（申請時）
地域林政及び需要拡大に係る国策のいずれとも整合する場合に
おける新設、拡充、導入からの期間（申請時）

価格点=（審査対象事業者の提案価格/同一物件中の

最高提案価格）2×価格点の配点数

申請者のうち最高額を提示した者の最低購入希望価格（円/m3）

点数  

良と認められるもの

申請者名

取組評
価点②

新設、拡充、導入からの期間（申請時）

15

申請者

評価内容 配点の内訳

評価内容 配点
配点の内訳

評価項目 点数

点数配点の内訳評価内容

評価項目

 

はい積料(円/m3)

点数

 公告日以前3年間以内のインターンシップ、実習生の受け入れ実
績あり

公告日以前3年間以内のインターンシップ、実習生の受け入れ実
績なし

評価項目 評価内容 配点 配点の内訳
申請者名

点数

取組評
価点⑩

公告日以前5年間以内の国有林分収造林契約実績あり
2  

公告日以前5年間以内の国有林分収造林契約実績なし

評価項目 評価内容 配点 配点の内訳
申請者名

点数

申請者名
配点の内訳配点評価内容

事業者の種類

間伐材・林地残材等の利用割合
(%)

配点
申請者名

評価項目 評価内容 配点 配点の内訳
申請者名

点数

評価項目 評価内容 配点 配点の内訳
申請者名

点数

規格外の材が混入した場合、低質材として受け入れない

5  原木選別機の使用率（20％以上70％未満）
原木選別機の使用率（20％未満）

森林経営管理法第36条第２項又は第44条第２項の要件に適合す
るものとして当該都道府県から公表されている

取組評
価点⑪

3日以内の搬出
2  5日以内の搬出

上記以外の場合（7日以内の搬出が目安）

評価項目 評価内容 配点 配点の内訳
申請者名

点数

取組評
価点⑫

規格外の材が混入した場合、低質材として全量受け入れる
2  


